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中部地方整備局 静岡営繕事務所

中部地方整備局は、名古屋市にある本局と岐阜・静岡・愛知・三重・長野(南信)にある37の事務所とその
出張所で組織されています。中部地域（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長野（南信））の重要なイン
フラの整備・管理を担っています。

㉑静岡営繕事務所
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番25号

静岡営繕事務所は、静岡県に所在する国家
機関の官庁施設について、施設整備や庁舎
の保全指導を実施しています。

中部地方整備局（本局）
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館

中部地方整備局ホームページより（37事務所位置図）

１．概要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

組織図 業務内容

所長 総務課

保全指導・監督官

技術課

経理係 ：経理に関する事務、文書、物品、旅費、厚生、支払い及び決算等の庶務

技術係 ：○営繕工事の企画・立案・設計・積算に関する事項
○営繕に関する調書・統計・報告に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

防災保全係：○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設の調査等に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

○国家機関の建築物及び付帯施設の保全・防災対策に関する調査・指導
○施設整備の中長期計画案の作成及び予算措置に関する事項
○営繕工事の施工監督、施工促進、指導、検査に関する事項
○営繕工事の実施上必要な保安・危害防止に関する事項

国土交通省

中部地方整備局

営繕部（計画課、調整課、整備課、技術・評価課、保全指導・監督室）

静岡営繕事務所

大臣官房官庁営繕部

１．概要
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中部地方整備局 静岡営繕事務所 6

静岡営繕事務所の沿革と所掌業務

昭和24年 7月30日
昭和25年11月29日
昭和25年11月30日
昭和27年 8月 1日
昭和56年 4月 6日
平成 4年 5月 1日
平成13年 1月 6日
平成15年 4月 1日
平成17年 4月 1日

中部地方建設局浜松営繕出張所 設置（浜松市西伊場町 大蔵省専売局浜松工場内）
中部地方建設局浜松営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕出張所 設置（静岡市小鹿１番地）
中部地方建設局静岡営繕出張所 廃止
中部地方建設局静岡営繕工事事務所 設置（静岡市南安倍2丁目10-1）
現庁舎に移転（静岡市春日2丁目4-25）
国土交通省中部地方整備局静岡営繕工事事務所に名称変更
国土交通省中部地方整備局静岡営繕事務所に名称変更
政令指定都市へ移行（静岡市葵区春日2丁目4-25）

事務所の沿革

昭和24年 7月30日
昭和25年11月30日
昭和56年 4月 6日
昭和57年 4月 1日

静岡県内の営繕工事
静岡県内の営繕工事
静岡県内の営繕工事

事務所の所掌業務

静岡県内の営繕工事、並びに静岡県内の国家機関の建築物及び付帯施設の
保全に関する指導

現庁舎に移転し31年目

１．概要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中部地方整備局管内図 より

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和４年度 工事概要

■富士宮公共所業安定所
（空調設備改修）

■旧国立伊東重度障害者センター
（既存建物取り壊し）

■沼津公共職業安定所御殿場出張所
（空調設備改修）

■静岡地方法務局熱海出張所
（電気設備改修）

■静岡陸運支局浜松検査登録事務所
（木造庁舎新築：現地建替え（継続））

○沼津地方合同庁舎
（内部改修）（耐震改修（継続））

２．工事・業務概要

３

５

７

４

１２
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○静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎
（耐震改修） ６

（単位：百万円） 令和3年度補正予算 令和4年度予算

○官庁営繕費 － 452
■支出委任 35 339
▲受託 － －

35 791

826
合計

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
中部地方整備局管内図より

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和４年度 設計業務・工事監理業務

静岡地方法務局熱海出張所電気設備改修工事監理業務
（受変電設備、ＬＥＤ改修）

旧国立伊東重度障害者センター構内整備工事監理業務
（既存建物取り壊し）

静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎設計業務

中部運輸局浜松自動車検査登録事務所工事監理業務
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凡例

令和４年度発注設計業務

令和４年度発注工事監理業務

沼津地方合同庁舎改修工事監理業務
（内部改修）

富士宮公共職業安定所空調改修ほか１件工事監理業務
（ほか１件：沼津公共職業安定所御殿場出張所）
（空調設備改修）

本資料は令和4年4月時点の予定であり、今後変更される可能性がある

静岡地方合同・静岡法務総合庁舎総合耐震改修工事監理業務
（耐震改修）

２．工事・業務概要

１３

１１

１５

１４

１２

静岡県警察学校射撃場改修ほか１件設計業務
（ほか１件：下田運輸総合庁舎）
（外壁改修）

１７

１０

１６



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和４年度 工事・業務発注一覧（令和４年6月22日現在）

外
観

最新情報は 又は 若しくは でppi 静岡営繕事務所 中部地方整備局営繕部 検索検索

２．工事・業務概要
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※Ｒ４年度も継続される工事を含めて掲載しています。

ＮＯ． 発注機関
工事
業務

種別 名称 備考

本局（営繕部） 工事 建築工事 令和３年度　沼津地方合同庁舎耐震改修工事 契約済

静岡営繕 工事 建築工事 令和４年度　沼津地方合同庁舎改修工事

本局（営繕部） 工事 建築工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所建築工事 契約済

静岡営繕 工事 電気設備工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所電気設備工事 契約済

静岡営繕 工事 暖冷房衛生設備工事 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所機械設備工事 契約済

3 静岡営繕 工事 電気設備工事 令和４年度　静岡地方法務局熱海出張所電気設備改修工事 契約済

4 静岡営繕 工事 暖冷房衛生設備工事 令和４年度　富士宮公共職業安定所空調設備改修工事 契約済

5 静岡営繕 工事 暖冷房衛生設備工事 令和４年度　沼津公共職業安定所御殿場出張所空調設備改修工事

6 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和４年度　静岡地方合同庁舎・静岡法務総合庁舎耐震改修工事

7 本局（営繕部） 工事 建築工事 令和４年度　旧国立伊東重度障害者センター構内整備工事

8 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和３年度　沼津地方合同庁舎耐震改修工事監理業務 契約済

9 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和３年度　静岡陸運支局浜松自動車検査登録事務所工事監理業務 契約済

10 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡地方法務局熱海出張所電気設備改修工事監理業務 契約済

11 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　富士宮公共職業安定所空調改修ほか１件工事監理業務

12 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　中部運輸局浜松自動車検査登録事務所工事監理業務

13 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡地方合同・静岡法務総合耐震改修工事監理業務

14 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　沼津地方合同庁舎改修工事監理業務

15 静岡営繕 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　旧国立伊東重度障害者センター構内整備工事監理業務

16 本局（営繕部） 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡地方・家庭裁判所沼津支部庁舎設計業務

17 本局（営繕部） 業務 建築コンサルタント業務 令和４年度　静岡県警察学校射撃場改修ほか１件設計業務

2

1

公告済・資料提出期限済

公告中

入札済・契約手続中

公告中

入札済・契約手続中

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中部地方整備局管内図より

中部地方整備局 静岡営繕事務所

令和３年度 設計業務完了施設 令和４年４月１日現在

凡例

●令和３年度
設計業務完了施設

●■沼津地方合同庁舎
（内部改修他）

●御前崎港湾合同庁舎
（津波対策改修他）

○ は官庁営繕費を示す。

□ は支出委任を示す。

（ ）内は工事内容を示す。

（次年度以降工事発注する可能性が高い施設）
２．工事・業務概要

10



平成25年４月２４日
部議報告資料

保全指導・監督室
静岡営繕事務所

防災拠点となる官庁施設の耐震・津波対策を推進

中部地方整備局 静岡営繕事務所 11

耐震対策の推進

地元自治会による避難訓練

津波避難用の屋外階段を新設

【清水地方合同庁舎】

津波対策の事例津波対策の推進

官庁施設における津波対策のイメージ

今年度、耐震改修される施設

【静岡地方合同・法務総合庁舎】

３．耐震・津波対策

災害対策関係官署が入居し、防災拠点となる
「沼津地方合同庁舎の耐震改修工事」を令和３年度より工事
施工中

外付け鉄骨ブレースの補強を行
うことにより内部補強範囲を最
小限にしている

沼津地方合同庁舎耐震改修

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism中部地方整備局 静岡営繕事務所

４．災害防止
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公
共
建
築
工
事
、
民
間
建
築
工
事
の
受
発
注
者
へ
の
普
及
促
進

（凡例 ： 令和３年度からの取組－下線・太字）
建設業における取組 営繕工事における取組

建設業の働き方改革における今後の取組の方向性を受け、営繕工事における働き方改革の取組をパッケージ化

建
設
工
事
に
お
け
る
適
正
な
工
期
設
定
等
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（第
一
次
改
訂
）

下請契約における

取組

○適正な工期設定
・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」、「建築工事適正工期算定プログラム（日建連）」
を踏まえた適切な工期設定。必要な工期延期（受注者の責によらない場合の対応の徹底）
・各工程の施工期間の確保 （監督職員が実施工程表で確認。概成工期を発注時に設定 ）

○週休２日の推進
・公共建築工事標準仕様書等において原則週休２日を適用
・週休２日促進工事 （4週8休を前提とした労務費補正・モニタリングによる改善）を実施（新築工事、
規模の大きい改修等工事は原則発注者指定）

○施工時期等の平準化
・債務負担行為の積極活用 （適正な工期確保、完成時期の分散化にも寄与）や余裕期間制度の
原則活用

○ ICTの積極的な活用等
・設計から施工（PFI事業において維持管理段階）まで一貫したＢＩＭの活用に向けた試行 ・BIM調整
会議（仮称）の実施 ・EIR（試案）の試行 ・改定したBIMガイドラインの活用
・情報共有システムの活用 （機能要件の明確化、原則全ての工事で発注者指定により活用、全て
の設計業務で適用可能） ・電子小黒板の活用 （原則全ての工事で活用） ・WEB会議等の活用
・発注・完成時の評価による生産性向上技術の導入促進 ・設計段階から個別の生産性向上技術の
活用を指定（試行） ・生産性向上に配慮し改定した仕様書の適用
・建設現場の遠隔臨場の試行拡大及び要領の作成 ・ＩＣＴ建築土工の試行

○書類の簡素化
・書類の簡素化、省略・集約可能な書類等の明確化
・工事・業務関係書類等の押印・署名廃止オンライン化 ・完成図書等の提出を原則電子に一本化
・国の統一基準として工事の標準書式を制定

○関係者間調整の円滑化 （建築固有の対応）
・設計者から施工者等への遅滞ない設計意図伝達 （報告等の期限を遵守する旨を規定）
・関連する工事間での納まり等の調整を効率化 （施工図作成ガイドラインやBIMの活用）
・関係者間の情報共有や検討を迅速化 （会議の早期開催、 ASP等の活用）

○予定価格の適正な設定
・営繕積算方式において法定福利費・安全衛生経費を適切に計上
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要な現場での対策や、工事の一時中止の費用を
適切に計上

適正な工期設定・

施工時期等の平準
化

必要経費への

しわ寄せ防止の徹底

生産性向上

適正な工期設定等に
向けた発注者支援の
活用

令和4年度（2022年度）営繕工事における働き方改革の取り組み

中部地方整備局 静岡営繕事務所

５－１

13

（凡例：令和4年度からの取組－下線・太字）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

官庁営繕工事において、本年度中に施工段階の
BIM※をはじめとした施工合理化技術の採用を発注者
側が指定する試行を行い、発注・完成時の評価項目へ
の反映を行うとともに、BIM ガイドラインを改定する。
※：BIM（Building Information Modeling）

■未来投資戦略2018（抜粋）

■取組の背景

i-Constructionの深化に向け、来年度までに橋梁・
トンネル・ダム工事や維持管理、建築分野を含む全
てのプロセスに対象を拡大する。

■成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・
令和元年度革新的事業活動に関する実行計画
（令和元年6月）（抜粋）

BIMを、国・地方公共団体が発注する建築工事で率
先して利用し、民間工事へ横展開させる。

BIM導入を戦略的に進めるため、国・地方公共団体
、建設業者、設計者、建物所有者などの広範な関係者
による協議の場を設置し、直面する課題とその対策や
官民の役割分担、工程表等を 2019 年度中に取りまと
める。

２０２０ 年度の取組 ２０２１ 年度の取組

地方公共団体、民間への展開 ⇒全国営繕主管課長会議、業界団体等へ情報共有、ＨＰへ掲載

①BIMの新たな取組

・設計段階から個別の生産性向上技術の活用を指定（試行）

②施工合理化技術の更なる導入促進

・官庁営繕事業における設計から維持管理段階まで一貫した
BIMの活用に向けた試行

③情報共有、打合せ等の更なる円滑化

・テレビ会議等の活用、建設現場の遠隔臨場の試行（案件
拡大）及び要領の作成

・施工BIMの活用（試行）

・発注・完成時における施工合理化技術の評価・加点

・情報共有システムの活用（工事において原則※発注者指定
により活用）

④ICT建築土工の試行継続

■活用方針の概要

①BIMの新たな取組

・設計段階から個別の生産性向上技術の活用を指定（試行）

②施工合理化技術の更なる導入促進

・官庁営繕事業における設計から施工まで一貫したBIMの活用
に向けた試行

③情報共有、打合せ等の更なる円滑化

・テレビ会議等の活用、建設現場の遠隔臨場の試行

・施工BIMの活用（試行）

・発注・完成時における施工合理化技術の評価・加点

・情報共有システムの活用を設計業務へ拡大（試行）

④ICT建築土工の試行継続
工事・業務関係書類等の押印・署名廃止、オンライン化(活用方針以外)

※小規模のもの、工期の短いもの等を除く

令和4年度（2022年度）官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針５－２

14



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和4年度（2022年度）官庁営繕事業における生産性向上技術の活用拡大５－３

中部地方整備局 静岡営繕事務所 15

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

●適正な工期設定（週休2日を踏まえて設定）

●週休2日の推進（休日施工が必要な場合でも平日に2日間の休日を確保できる工期設定）

●施工時期の平準化（発注時期の調整、余裕期間制度の活用）

●予定価格の適正な設定（法定福利費、安全衛生経費、コロナ対策経費等を適切に計上）

●工事関係書類の簡略化、署名又は押印の廃止

●情報共有システムの活用（書面で行うとしている「指示」、「承諾」、「協議」等の手続きを電子化）

●工事関係書類等の電子データを利用した検査の実施

静岡営繕事務所が管轄するすべての工事に適用

令和4年度（2022年度）静岡営繕事務所の取り組み５－４

●建設現場の遠隔臨場を試行（沼津地方合同庁舎耐震改修工事にて試行）
（試行結果を踏まえ「要領」を作成予定）

一部工事にて試行実施

中部地方整備局 静岡営繕事務所 16



生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子用黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組

17

工事書類の処理の迅速化
書類の作成、提出、決裁の時間と手間を削減

作成・印刷 移動（郵送）
受け取り
（手渡し）

作 成 PC画面で確認
ASPサーバーに
登録・提出

従

来

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム ※書類は自動的に整理 ＡＳＰサーバー

６．情報共有システム

18



①ワークフロー（書類決済） ←押印省略しながら原本性を確保
決済印が必要な書類は全てワークフローで決済を行い、ワンデーレスポンスを目標とした円滑な決済が行
える。これにより、誰が決済中か確認でき、決済中でも事前に各々指摘事項により対策等の事前検討がで
きる。

②ファイルキャビネット（種類整理）
全て書類を該当するフォルダーに格納し、登録者はいつでも必要な書類を閲覧できる。これにより、
過去に提出された全ての書類が閲覧できるため情報共有化が図れ、協議過程も把握ができる。
また、日々整理されたデータが蓄積されるため、完成時の書類整理や電子納品への手間も省ける。

③スケジュール管理
受発注者が同一の最新工程を把握できる。これにより、段階検査など、漏れのない工程管理が行えると共
に受発注者間の会議・立合い等の日程調整が容易になる。

６．情報共有システム

設計担当職員

設計受注者
（外部委託：原設計事務所）

【業務効率化】
スケジュールの共有・確認
工事打合せ書類の確認共有・確認
履行確認（工事進捗状況）等の共有・確認
施工報告（品質、出来型）の報告、品質確認

現場代理人
監理技術者等

工事監理者
（外部委託）

監督職員

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌｻｰﾋﾞｽﾟﾛﾊﾞｲﾀ
ﾞ（ASP）

第３者（プロバイダ）が所有しているデータベースサーバーを活用し、施工中における
受発注者間の様々な情報をインターネット上で結ばれた情報共有データベースを
通じて共有・有効活用するもの

19

生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子小黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組
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ASP利用と工事書類（紙書類）の削減
協議により書類の省略・集約、電子検査の実施、工事書類の電子納品

書類作成・印刷

検査

工事書類（手渡
し）

作 成
DVDによる工事

書類
電子・検査

従

来

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム ※書類は自動的に整理

７．電子検査（情報共有システムの活用）

21

７．電子検査（情報共有システムの活用）

土木工事の場合

出展：中部地方整備局HPより ： https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/denshikensa.pdf

22



平成25年４月２４日
部議報告資料

保全指導・監督室
静岡営繕事務所

静岡営繕事務所では、情報共有システム
（ASP）を使用しています。

ASPを利用した工事では、工事書類が電子
化されており、電子データーと紙との二重提
出はさせないとの原則どおりに、電子デー
ターだけの提出になります。

静岡営繕事務所では、ＡＳＰを利用し
た電子検査を実施しました。

主任技術者兼現場代人
今回初めてASPを利用して工事を行ったが書類作成の時間の短縮を
し、印刷や発送等の手間が省けて省力化出来た。ASPの利用により、
質疑回答・施工計画書・施工図等の承諾が早かった為、現場の手戻り
も無く非常に良かった。完成検査前は、書類の整理のために一週間程
度の準備が必要で場合によっては、徹夜になることも珍しく無いが今
回は、ワンクリックで電子納品用にデーターが概ね出来たのでほぼ１
日で検査の準備が出来た。
今後は、他の公共工事・民間工事でも利用したいので他官庁等への普
及活動及び指導をして行って欲しいです。

検査官
電子検査を行ったが、事前にASP内の書類を確認しているので、検査
時に確認する内容を精査できた。また受注者が提示してくれる書面は
２台（検査官用）のモニターですぐ確認でき、必要に応じて
検査官用のマウスで操作できたため、書面検査にかかる時間を大幅に
短縮できた。
それにより、現場検査に多くの時間が割けて非常に良かった。

主任監督員
検査官が事前に書面の確認をしていたため、必要な部分を明確かつピ
ンポイントに検査してもらえ、スムーズに検査が進んだ。
電子検査は、整備局及び工事受注者にとって、非常に業務の効率化が
はかれるものであると認識出来た。

工事書類・工事写真

７．電子検査（情報共有システムの活用）

電子検査を実施した感想電子検査の実施

23

生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子小黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組
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従来
現場では施工の記録として、撮影の目的物（被写体）と必要事項を記載した小黒
板を撮影。

従来は小黒板にチョークで必要事項を書き込み人が持
って撮影していた。

書いた文字が読めなかったり、小
黒板が撮影範囲に上手く入らな

かったりしていた。

記録として不十分 25

８．電子小黒板

電子小黒板
使いやすくて見えやすく、且つ安全に撮影することができる。
人手も省け、写真整理まで効率的に行える。

離れた被写体や小さな被写
体でも適切な位置に小黒板
を配置でき、施工記録を確
実に残すことが可能。 26

８．電子小黒板



電子小黒板で写真整理を実施している現場では、超過勤務の削減が出来ている。

写真整理

黒板と被写体が入
るようにアングル
を調整して撮影

小黒板の記入 撮 影 写真の取込み

黒板にチョークで記入

従

来

写真をPC
に取り込み

デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ

取り込んだ写真を所定
のフォルダに整理

小黒板の入力 撮 影 クラウドへ 写真整理

撮影と同時に
アップロード

アップロード
された写真は
写真情報から
自動的に整理

黒板を邪魔にならない
ところに配置して撮影

必要事項を入力

電
子
小
黒
板

cloud
cloud

８．電子小黒板

27

静岡営繕事務所の取組み

講師説明
（WEB）

電子小黒板、情報共有システムについて、各現場での採用メーカー（プロバイダ、ソ
フトメーカー）を講師に招いて勉強会を実施し、具体的な操作方法や営繕工事での
運用方法等の説明を行っている。

■生産性向上技術の勉強会を実施

WEB配信

８．電子小黒板・情報共有システム勉強会

28



生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子小黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組
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中部地整の監督職員は、１回／月程度の巡回監理で現場臨
場を行っています。
これまでも情報共有システム（ASP）を活用し現場監理を行っ
てきていますが、令和２年に工事監督業務の効率化並びに新
型コロナウイルスの感染拡大防止への新しい取組みとし
て、「官庁営繕事業の建設現場における遠隔臨場の試行」を受
注者の希望により行いました。
工事現場（下田市）の施工状況を勤務地事務所（静岡市）から
遠隔臨場いたしました。

●遠隔臨場日時：

令和2年10月13日（火）11:45～12:15（約30分）

●遠隔臨場のソフト：

ASP（電脳エスパー）のLIVE機能

●今回試行内容：

かぶせ工法によるAW建具改修工事の

シーリング施工前の寸法確認、建具枠取付 状況遠隔臨場

●出席者：

監督職員（静岡営繕） ３名

工事受注者 監理技術者兼現場代理人 １名

工事監理業務受注者 １名

オブ参加 国土交通本省 整備課 １名

遠隔臨場工事の概要

遠隔臨場状況

９．遠隔臨場

静岡営繕事務所
令和2年度に遠隔臨場を試行

30



９．遠隔臨場

官庁営繕工事において遠隔臨場を本格導入

○地方整備局が発注する官庁営繕工事において、令和４年７月１日
より入札手続きを開始する、原則、全ての工事で遠隔臨場を実施。

官庁営繕工事では、令和２年度より監督職員の立会い等の一部にお
いて動画撮影用のカメラ等とＷｅｂ会議システムに等を利用して遠
隔臨場を試行してきた。
→監督職員、受注者共に作業効率化等の効果が確認された。
一方で通信環境に関する課題が多く見られた。

31

この結果を踏まえ、通信回線速度の要件等の見直しを行い、「官庁
営繕事業の建設現場における遠隔臨場に関する実施要領」を作成。
国土交通省ＨＰで公表。
さらに、各省各庁及び地方公共団体にも情報提供する予定。

「適応性一覧表」を作成し、実施要領と同時に公表。適応性の判断
は、実施結果を踏まえ変更することあり。

生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子小黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組
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①自動停止制御
バケットは刃先が設計面に達すると作業機が
自動停止

ＩＣＴ建築土工とは省力化施工技術を建築工事における根切り土工事に活用するものです。
高山合同庁舎新築工事の土工事で採用したＩＣＴ油圧シャベルには作業操作をセミオート化
しています。

①自動停止制御、②自動整地アシスト、③現場の見える化の特徴があります。

②自動整地アシスト
バケットが設計面を掘り込まないように自動で
ブームが上昇

高山地方合同庁舎
掘削土量
約２，０００㎥

１０．ＩＣＴ建築土工

33

根伐り幅の表示

根伐り高さ色分けの表示

バケット刃先ライン

通り、梁、杭の表示

設定高さの切り替え・
表示

目印がない単純な現場でも、どの部分を施工してるか一目瞭然。施工範囲と切り出し位置が簡単に確
認できる。

③現場の見える化
平面図等（ＣＡＤ）機能データをＩＣＴ建機に取り込み、
画面上で自機と照らし合わせてバケットやブレードの
位置を確認しながら施工できる。

１０．ＩＣＴ建築土工
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生産性向上技術の活用

６．情報共有システム

７．電子検査

８．電子小黒板

９．遠隔臨場

１０．ICT建築土工

１１．ＢＩＭ

官庁営繕事業における各種取組
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出展：国土交通省建築BIM推進会議資料より
36

１１．BIM



高山地方合同庁舎新築工事での活用事例

設計意図を把握するた
め、設計より提供され
た庁舎外観や玄関ホー
ル等を確認。色彩や材
料等の完成後のイメー
ジを共有。

入居官署への設計意図
の展開として、書庫の
壁や天井面を可視化し
、レイアウト・スイッチ類
の位置確認の参考とす
るため提示。

BIMを活用した設計意図の把握

建築、電気、機械の総合図と共に上記BIMモデルを提示

37

１１．BIM

高山地方合同庁舎新築工事での活用事例

外部足場、仮囲い、

敷鉄板、現場事務所、揚重
機、材料置場、

生コン車、ポンプ車等を可視
化し仮設計画を検討。

１１．BIM

車庫内で機械式駐車場設備
と建築躯体と配管ダクトとの
干渉を３次元データで重ね合
わせることで可視化でき、干
渉しないことが確認できた。

施工内容の理解が容易となり
、合意形成が円滑で手戻りを
防止することができた。

BIMを活用して施工段階での仮設計画の検討

ＢＩＭを活用して工種間の調整

38



ＢＩＭと各種計算ソフトとの連携
○構造計算ソフト、 負荷計算ソフト、省エネ計算ソフト、機器選定ソフト、避難安全検証、積算ソフトなど、
設計の各段階において必要となる様々な計算ソフトとの連携が進んでいる。

国土交通省、団体の動き
○国土交通省住宅局では「建築ＢＩＭ推進会議」が設置されている。
・２０２０年度に「建築分野におけるＢＩＭの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン」を公表。
・適切にＢＩＭを活用し、必要なＢＩＭデータを受け渡すためには、事前の取り決めが重要。
→ 事前に発注者からＢＩＭデータの詳細度、運用方法等の要件提示を行う必要がある。

○ＢＩＭライブラリ技術研究組合（ＢＬＣＪ）（設計事務所、ゼネコン、建築資材メーカーや建築業界団体で構成）
・ＢＩＭモデルの形状と属性情報の標準化の検討、ＢＩＭオブジェクト標準Ver.2.0の確立に取り組む

出展：国土交通省建築BIM推進会議資料より

39

１１．BIM

出展：国土交通省BIM推進会議資料より

現在では大手設計事務所のほとんどが
基本・実施でBIM設計を進めているが、
中小事務所では導入が進んでいない

維持管理業者はBIMに不慣れ
維持管理業者の独自ノウハウが入っ
ているソフトとの連携が必要

・設計と施工で使用するBIMソフトが異なると、設計BIMデータの変換が
うまくいかない（オペレータの入力方法にも問題
・設計データをもらっても施工者が再入力している（生産性の低下）

●建築設計、構造設計、設備設計で違うBIMソフトを使用している。
（建築設計（ArchiCAD,Revitなど）、構造設計（構造計算ソフトとの連携機能があるRevitが主流）、設備設計（CADWe’ll T-fasが主流））

●BIMオブジェクトの標準化、属性情報の標準化が進められている。
（建築設計では各メーカーで属性項目の整理等を検討、構造設計では構造部材の属性項目の整理の検討、設備設計では機器類の属性情報の
標準化等を進めている）

●設計BIMから施工BIMへスムースな受渡しにするため、モデル入力ルール、受渡のルール等の検討が進められている
（建築設計＋構造設計のBIMデータは建築施工の施工図BIMへ反映される。）
（設備施工BIMは建築施工BIM干渉チェックに利用）

●確認検査機関では、設計から施工へのBIMの流れを途絶えさせないよう、BIMデータによる電子申請が進められている。
●官庁営繕事業の2021年度の取り組みとして、設計・施工・維持管理段階まで一貫したBIMの活用を試行。

（名古屋第４号同庁舎ＰＦＩ事業にて試行。維持管理段階におけるＢＩＭの導入方法、活用方法、問題点などを検証予定。） 40

１１．BIM



その他

１２．環境施策

１３．週休２日の推進

41

官庁営繕事業における各種取組

42

• 官庁営繕部は、官庁施設における総合的な環境対策の推進と、公共
建築分野における先導的役割を果たすため、「官庁営繕環境行動計
画」、「環境対策項目」、「官庁営繕環境報告書」により環境施策

を実施している。

○ 官庁営繕環境行動計画
環境対策に係る上位計画等を踏まえ、官庁営繕部の環境対策の推進事項を定
めたもの。
国土交通省環境行動計画に定められた環境施策のうちの3項目において6つの
環境対策を推進している。

環境施策のうちの３分野と官庁施設における環境対策

【2050年カーボニュートラル・脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化緩和策の推進】

・環境負荷低減に配慮した官庁施設の整備 ・再生可能エネルギーの導入・利活用拡大

・木材利用の推進 ・政府実行計画に基づく環境対策の推進

【自然共生社会の形成に向けた生態系の保全・持続可能な活用等の推進】

・水の効率的な利用と有効活用

【循環型社会の形成に向けた３Ｒ、資源利活用の推進】

・建設リサイクルの推進

○ 環境対策項目
毎年度、重点的に取り組む環境対策の具体的な内容について設定したもの。

○ 官庁営繕環境報告書
毎年度、環境対策への取組状況を取りまとめたもので、ホームページで公開
している。

官庁営繕における環境施策
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• 令和４年度に官庁営繕部が重点的に取り組む環境対策項目は以下の
①から⑦としている。

環境対策の取組 環境対策項目

官庁施設の新築及
び改修時の環境対
策の実施

＜環境負荷低減に配慮した官庁施設の整備＞
① 「官庁施設の環境保全性基準」に基づく環境保全性の水準を満たす

施設整備等

＜再生可能エネルギーの導入・利活用拡大＞
② 太陽光等の再生可能エネルギー利用の推進

＜木材利用の推進＞
③ 木材利用の推進

＜水の効率的な利用と有効活用＞
④ 雨水利用の推進

＜建設リサイクルの推進＞
⑤ グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進
⑥ 建設副産物対策の推進

官庁施設の環境対
策に関する技術的
支援

＜政府実行計画に基づく環境対策の推進＞
⑦ 環境対策における情報提供などの技術的支援

環境対策項目（令和4年3月22日部議決定）

44

• 環境対策ヘの取組状況を、毎年度、「官庁営繕環境報告書」としてとり
まとめ、公表している。

官庁営繕環境報告書



• 官庁施設を新築する場合は、「官庁施設の環境保全性基準」に基づい
た環境保全性の水準を満たす施設を整備している。また、設備機器等
の更新時には、エネルギー消費の高効率化を図っている。

45

長寿命

適正使用・適正処理

エコマテリアル

負荷の低減

自然エネルギーの利用 自然共生社会の形成

エネルギー・資源の有効利用

・大部屋方式、乾式間仕
切り等の採用で内部機
能の変化に対応

・断熱性、気密性の向上
・庇等による日射の遮断
・高性能ガラス
・複層ガラス

・太陽光発電
・自然換気
・自然光利用

・建設副産物の発生抑制
・建設発生土の適正処理

・ＶＯＣ対策の徹底
・木材利用
・リサイクル材料の利用

・構内緑化等
・雨水利用

・ＬＥＤ照明 ・昼光利用 ・初期照度補正 ・人感センサ
・高効率熱源 ・変風量制御 ・変流量制御
・BEMS等によるエネルギー消費の見える化・最適化

「官庁施設の環境保全性基準」に基づく施設整備等（①関連）

• 「官庁施設の環境保全性基準」では、環境保全性の水準として以下
の性能を規定している。

46

官庁施設の環境保全性基準（①関連）



名古屋第三国税総合庁舎
・鉄筋コンクリート造6,733㎡
・施設性能水準：BEI＝0.88※ BEE=1.6
・太陽光発電、LED照明器具等を採用

名古屋第三国税総合庁舎

所在地 ： 愛知県
構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造

地上５階、地下１階
延べ面積 ： 6,733㎡

主な環境技術
・太陽光発電
・ＬＥＤ照明器具、昼光利用
・雨水利用
・木造化（自転車置場）

36 
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※設計時の環境保全性基準はエコまち法誘導基準（≒0.9） 47

施設整備の実施例（①関連）

48

48

• 良好な都市環境や景観形成の観点から、市や周辺施設関係者と協議を
行い、地域と連携した緑化整備を実施している。（シンボルツリー及
び波形緑地の統一など）

• 庁舎等の新築、改修時等にＬＥＤ照明器具を採用している。LED照明
の消費電力は、ほぼ同じ明るさになるHf蛍光灯と比べて約6割程度と
なっており照明の省エネには非常に有効な手段となる

LED照明器具構内緑化

緑化の推進、 LED照明器具の採用（①関連）
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• 空調設備を新設又は更新する場合は、「官庁施設におけるクールビズ
／ウォームビズ空調システム導入ガイドライン」を活用し、クールビ
ズ／ウォームビズ空調の導入を検討している。

• また、ライフサイクル二酸化炭素排出量(LCCO2)の算定を行うＬＣＥ
Ｍツールを活用している。

空気調和機

コ
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ル

コ
イ
ル

室内から
戻した空気

外から
取り入れた空気

➁主に温度の調整(顕熱)

➀主に湿度の調整(潜熱)

送風機

快適な空気

➂混合した
空気
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ＬＣＥＭ手法の構築と活用クールビズ・ウォームビズ空調の
イメージ

クールビズ／ウォームビズ空調の導入の検討、LCEMツール（①関連）

50

• 建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を建築関係の建設コン
サルタント業務としてプロポーザル方式により発注する場合は、「環
境配慮契約法」に基づく「基本方針」に基づき、環境配慮型プロポー
ザル方式を採用している。

• 国土交通省では、建築設計者の選定にあたっての具体的運用や環境配
慮型プロポーザル方式の「解説」をホームページで公開し、その導入
を図っている。

○環境配慮型プロポーザル方式
http://www.mlit.go.jp/gobuild/sesaku_kankyopropo_kankyopropo.htm

○建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び
総合評価落札方式の運用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/201511/151124g
uideline.pdf

○建築設計業務委託の進め方
http://www.mlit.go.jp/gobuild/susumekata.html

環境配慮型プロポーザル方式の採用（①関連）
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地中熱利用ヒートポンプ空調システム
（ボアホール方式）

・・・

地中熱
ヒートポンプ

熱交換

放熱
吸熱

地中

空調機

太陽光発電設備

• 官庁施設を新築する際には、太陽光発電設備等及び地中熱利用システ
ム等の再生可能エネルギーの利用を推進している。

太陽光発電等の再生可能エネルギーの利用の推進（②関連）

52

52

東北森林管理局
森林技術・支援センター

• 官庁施設を整備する場合は、脱炭素社会の実現に資する等のための木
材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）および同法に基
づく「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」（令和3年
10月1日木材利用促進本部決定）に基づき、木造化･内装等の木質化を
図るなど、木材の利用を促進している。

木材利用の促進（③関連）
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雨水利用システムの
イメージ

最下階床下等で雨水の
一時的な貯留に活用で
きる空間※

※建物にあらかじめ設け
られる空間を有効活用

雨水利用の推進（④関連）

• 官庁施設を新築する際には、雨水利用推進法に基づき、官庁施設におけ
る雨水利用・排水再利用を推進している。

環境対策における情報提供などの技術的支援（⑦関連）

54

近畿地区官庁施設保全連絡会議・官庁
施設環境連絡会議（共催）

開催日：令和3年7月30日

＜京都サテライト会場＞＜大阪サテライト会場＞＜近畿地方整備局＞

• 官庁営繕部及び地方整備局営繕部等では環境省等と連携し、全国で開催
される各地区官庁施設保全連絡会議等において、政府実行計画や省エネ
ルギーに関する情報提供を行っている。また、地方整備局営繕部等に
よっては、地球温暖化対策など環境対策を主テーマとした会議を開催し
ています。



55庁舎の単位面積あたりの総一次エネルギー消費量の推移

• 庁舎における単位面積あたりの年間一次エネルギー消費量は、東日本大
震災にともなう大規模な節電のため、平成23年度に前年度比約10％以
上減少。以降も単位面積当たりの年間一次エネルギー消費量は減少して
いる。

官庁施設のエネルギー消費量の推移（⑦関連）

官庁営繕事業においては、脱炭素社会の実現に向け、政府実行計画に基づき ZEB 
の実現を目指すこととし、以下の取組を実施している。

＜政府実行計画（R3.10）＞
・低コスト化のための技術開発や未評価技術の評価方法の確立等の動向を踏まえつつ、今後予定する新築事業について

は原則 ZEB Oriented 相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均で ZEB Ready 相当となることを目指す。

■ 主な取組
○ 今後予定する新築事業については原則 ZEB Oriented 相当以上として整備。
○ 各府省庁及び地方公共団体等における ZEB 実現に向けた取組の参考となるよう、先進事

例のノウハウをまとめた「公共建築物（庁舎）における ZEB 事例集」を作成・公表。
（R4.3）

○ 官庁施設整備に適用する基準類を見直し、官庁施設が確保すべきエネルギー消費性能を
規定する「官庁施設の環境保全性基準」※を改定。（R4.3）

※各府省庁が共通して使用する「統一基準」

■ 先行事例
○ 大阪第６地方合同庁舎（仮称）において、設計段

階でZEB Oriented を達成しており、現在施工
中。
【概要】建設場所：大阪市中央区大手前三丁目３番10

延べ面積：約48,700㎡
構造規模：RC造（一部S造）地上14階地下１階
完成予定：令和４年９月

【大阪第６地方合同庁舎（仮称）】

56

ZEB の取組

官庁営繕における脱炭素社会の実現に資する取組
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ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

出典：環境省 ZEBポータル
https://www.env.go.jp/earth/zeb/

• Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の
略称で、「ゼブ」と呼ぶ。快適な室内環境を実現しながら、建物で
消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した
建物。

• ゼロエネルギーの達成状況に応じて、①「ZEB」、②「Nearly 
ZEB」、③「ZEB Ready」、④「ZEB Oriented」 の4段階のZEBシ
リーズが定義されている。

公共建築物（庁舎）におけるZEB事例集

58

• 国土交通省では、ZEBの実現に向け公共建築物において率先した取り組み
が求められていることを踏まえ、各府省庁及び地方公共団体等における
ZEB実現に向けた取り組みの参考となるよう、「公共建築物（庁舎）にお
けるZEB事例集」を作成している。

URL: https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk8_000005.html

施設名 延べ床面積・構造 ZEB
シリーズ

福島県須賀川土木事務所庁舎
約660 ㎡／RC(1F)､
W(2F)

Nearly 
ZEB

高島市役所庁舎

（新館）約4,300 ㎡
／S-3
（本館）約5,390 ㎡
／RC-4-2

ZEB 
Ready

開成町新庁舎 約3,890 ㎡／RC-3 Nearly 
ZEB

美幌町役場新庁舎 約4,760 ㎡／RC-3-1 ZEB 
Ready

大阪第６地方合同庁舎（仮称）
約48,790 ㎡／RC-
14-1

ZEB 
Oriented

＜掲載事例＞



木材利用の促進

59
URL: https://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/institution

＜掲載事例＞

構造 木造
階数 平家建
敷地面積 １４，３０８．５２㎡
建築面積 ９４５．６０㎡
延べ面積 ８８６．０６㎡

静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所

その他

官庁営繕事業における各種取組

60

１２．環境施策

１３．週休２日の推進
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働き方改革・建設現場の週休２日応援サイト（国土交通省HP）

建設業は、良質な社会資本の整備を通じて国民生活に貢献するという重要な役割
を担っていますが、一方で他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことが
課題となっています。労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来
の担い手を確保するためにも、休日数を増やし、より働き易い職場環境づくりを行っ
ていくことが必要です。

国土交通省では、平成２９年３月に策定された「働き方改革実行計画」（働き方改革
実現会議（議長：内閣総理大臣）決定）において示された、建設業における週休２日
の推進等の休日確保の必要性等を踏まえ、各種の取り組みを行っています。

□週休２日応援ツール
・工期設定支援システム

・週休２日を考慮した間接費

・工事着手準備期間・後片付け期間の見直し

・直轄土木工事における適正な工期設定指針

・市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上について

週休２日の推進
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営繕工事における働き方改革の取組について（国土交通省HP）

＜１＞公共建築工事の週休２日確保などに向けて公共発注者が連携

・｢公共建築工事における工期設定の基本的考え方｣について

＜２＞営繕工事における各工程の適正な施工期間の確保

＜３＞週休２日工事（現場閉所）実施に伴う労務費補正等の試行

・営繕工事における週休２日促進工事の実施について（改定）（R2.6.23）

・営繕工事における週休２日促進工事に係る積算方法等の運用について

（改定）（R2.6.23）

・Ｑ＆Ａ 週休２日促進工事に関して（R2.9.1）

・営繕工事における週休２日の取組状況

・週休２日達成工事におけるグッドプラクティスの事例

週休２日の推進
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中部地方整備局における働き方改革の取組について

週休２日の推進に向けた中部地区統一現場閉所日

「まんなかホリデー」の実施

令和６年４月より建設現場における時間外労働規制が適用されることを踏まえ、地
域全体で建設現場が休工しやすい職場環境となることを目指し、発注者協議会参画
機関における公共工事を対象に実施。

毎月第２土曜日「中部地区統一現場閉所日」と定め、一斉休工

実施期間：

国・県・政令市の発注工事：令和４年７月～令和６年３月（予定）

その他の市町村の発注工事：令和４年１０月～令和６年３月（予定）

対象工事：原則全ての工事

※静岡県内については、毎月第２・第４土曜日を一斉休工“ふじ丸デー”を実施して
いるため、毎月第2土曜日は両取り組み実施。

週休２日の推進
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工事調達における総合評価落札方式の運用ガイドライン

令和３年度運用ガイドラインの主な改定ポイント（抜粋）

１）「新しい生活様式」及び「働き方改革」の推進

週休２日の推進
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国土交通省 検索検索

「官庁営繕」をクリック

公共建築相談窓口

技術基準等
○関係法令
○統一基準
○技術基準

公共発注機関の皆様へ
○公共建築工事発注者の役割
○円滑な施工確保対策
○入札・契約手法
○全国営繕主幹課長会議

その他 官庁営繕HPのご案内
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その他 中部地方整備局HPのご案内

中部地方整備局 検索検索

「入札・契約情報」をクリック

「工事」をクリック


